
肝付町会計年度任用職員登録受付について
　

肝
付
町
で
は
、
令
和
３
年
４
月
か
ら

任
用
を
予
定
し
て
い
る
会
計
年
度
任
用

職
員
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に

伴
い
、
下
記
の
と
お
り
任
用
登
録
の
受

付
を
行
い
ま
す
。
登
録
者
の
中
か
ら
、

条
件
に
合
う
方
を
選
考
し
、
会
計
年
度

任
用
職
員
と
し
て
任
用
し
ま
す
。

※
登
録
さ
れ
て
も
、
必
ず
任
用
さ
れ
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
登
録
後
に
連

絡
が
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ

ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
任
用
の

対
象
と
な
っ
た
方
の
み
に
ご
連
絡
い
た

し
ま
す
。

①
登
録
方
法

　
『
会
計
年
度
任
用
職
員
登
録
申
請

書
』
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
写
真
貼

付
の
う
え
下
記
提
出
先
に
持
参
又
は
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
町
か
ら
登

録
し
た
旨
の
お
知
ら
せ
は
行
い
ま
せ
ん

の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※『
会
計
年
度
任
用
職
員
登
録
申
請

書
』
は
、
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
さ
れ
る
か
、
肝
付
町
役
場

総
務
課
・
内
之
浦
総
合
支
所
町
民
生
活

課
・
岸
良
出
張
所
で
お
受
け
取
り
く
だ

さ
い
。

※
町
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
方
の
雇
用

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
上
記
申
請
書

を
提
出
さ
れ
る
際
に
、
障
害
者
手
帳
や

療
育
手
帳
の
写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ

い
。

②
登
録
受
付
期
間
及
び
有
効
期
間

　

令
和
３
年
１
月
４
日
（
月
）
〜
令
和

３
年
１
月
22
日
（
金
）（
郵
送
の
場
合

消
印
有
効
）

※
受
付
期
間
を
過
ぎ
た
場
合
で
も
登
録

は
可
能
で
す
が
、
令
和
３
年
４
月
か
ら

の
任
用
者
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
期
間

内
の
登
録
者
か
ら
優
先
し
て
行
い
ま

す
。
な
お
、
登
録
の
有
効
期
間
は
、
令

和
３
年
度
末
ま
で
と
な
り
ま
す
。

③
登
録
対
象
と
な
る
職
種

　

対
象
と
な
る
職
種
に
つ
い
て
は
、
別

表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
職
種
に
よ
っ
て

は
、
特
定
の
資
格
、
免
許
が
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

④
登
録
要
件

　

次
の
要
件
を
満
た
す
方
に
限
り
ま

す
。

（
１
）
募
集
職
種
の
資
格
要
件
等
（
別

表
参
照
）
を
満
た
す
方

（
２
）
職
務
遂
行
上
支
障
を
き
た
さ
な

い
良
好
な
健
康
状
態
を
有
し
て
い
る
方

（
３
）
次
の
地
方
公
務
員
法
第
16
条
各

号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
て
い
な
い
方

※
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
さ
れ
、
そ
の
執

行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受

け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

※
肝
付
町
に
お
い
て
懲
戒
免
職
の
処
分

を
受
け
、
当
該
処
分
の
日
か
ら
２
年
を

経
過
し
な
い
者

※
日
本
国
憲
法
施
行
の
日
以
後
に
お
い

て
、
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成
立

し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
政
党
そ
の
他
の
団
体
を
結
成

し
、
又
は
こ
れ
に
加
入
し
た
者

⑤
選
考
方
法

　

登
録
さ
れ
た
方
の
中
か
ら
、
書
類
選

考
を
行
い
ま
す
。
な
お
職
種
に
よ
り
面

接
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑥
任
用
期
間

　

令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
の
１
会
計
年
度
以
内
で

す
。

※
原
則
と
し
て
任
用
後
１
か
月
間
は
条

件
付
採
用
（
1
か
月
間
を
良
好
な
成
績

で
勤
務
し
た
時
に
正
式
に
採
用
）
と
な

り
ま
す
。

⑦
休
暇
・
休
日

　

勤
務
条
件
に
応
じ
て
、
町
の
規
則
に

よ
り
年
次
有
給
休
暇
を
付
与
し
ま
す
。

又
、町
の
規
則
に
基
づ
き
特
別
休
暇
（
有

給
又
は
無
給
）
が
取
得
可
能
で
す
。
な

お
、
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末

年
始（
12
月
29
日
か
ら
１
月
３
日
ま
で
）

は
休
日
と
な
り
ま
す
。

⑧
報
酬
等

（
１
）
報
酬

　

別
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（
２
）
期
末
手
当

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
方
に
対
し
支

給
さ
れ
ま
す
。（
６
月
及
び
12
月
）

⑨
福
利
厚
生

　

勤
務
形
態
に
よ
り
健
康
保
険
（
協
会

け
ん
ぽ
）、厚
生
年
金
保
険
、雇
用
保
険
、

公
務
災
害
補
償
等
に
加
入
し
ま
す
。

⑩
服
務

　

地
方
公
務
員
法
に
規
定
さ
れ
る
服
務

に
関
す
る
規
定
（
服
務
の
宣
誓
、
法
令

等
及
び
上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
従
う

義
務
、
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
、
守
秘

義
務
、
職
務
専
念
義
務
、
政
治
的
行
為

の
制
限
、
争
議
行
為
等
の
禁
止
）
が
適

用
さ
れ
る
ほ
か
、
分
限
、
懲
戒
の
規
定

に
該
当
す
る
場
合
は
、
処
分
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

⑪
問
合
せ
及
び
提
出
先

（
１
）
登
録
方
法
等
に
関
す
る
問
合
せ

及
び
申
請
書
の
提
出
先

〒
8
9
3

－

1
2
0
7

鹿
児
島
県
肝
属
郡
肝
付
町
新
富
98
番
地

肝
付
町
役
場　

総
務
課　

行
政
係　

☎
0
9
9
4（
65
）2
5
1
1

※
申
請
書
の
受
け
取
り
及
び
提
出
先

は
、
内
之
浦
総
合
支
所
町
民
生
活
課
、

岸
良
出
張
所
で
も
可

（
２
）
各
職
種
の
業
務
内
容
等
に
関
す

る
問
合
せ

　

別
表
に
記
載
の
各
担
当
課
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